
（参考資料） 

令和 7 年度以降 春期⼊学者対象 「第⼀種奨学⾦」と「授業料後払い制度」の⽐較 

いずれも無利⼦の貸与奨学⾦（返還必要） 

第⼀種奨学⾦ 授業料後払い制度 
特 徴 ・授業料よりも、⽉々の⽣活費を⼿厚く⽀援してほし

い⽅
・⼈的保証や、定額返還⽅式を利⽤したい⽅

・授業料を⽀払うためのまとまった資⾦を⽤意することが難
しい⽅
・所得が低い間や将来⼦どもが⽣まれた際に、できるだけ返
還⽉額を低くしたい⽅

対 象 第⼀種奨学⾦の家計基準および 
学業基準（学部成績の平均点が 80 点以上）を満たす者  
外国籍の⼈は在留資格により申込できない場合があります。
（留学は対象外など） 

第⼀種奨学⾦の家計基準および 
学業基準（学部成績の平均点が 80 点以上）を満たす者  
外国籍の⼈は在留資格により申込できない場合があります。（留学は
対象外など） 

貸与額 ⽉額 5,0000 円または⽉額 88,000 円 
（保証料を差し引いた額を指定⼝座に振り込み） 

【授業料⽀援⾦】 
修業年限までの授業料相当額および保証料 

参考：授業料相当額 
⼯学研究科以外 308,500×4 期=1,234,000 円 
⼯学研究科 345,500×4 期＝1,382,000 円 
（授業料相当額は⽇本学⽣⽀援機構から⼤学に直接納付） 

【⽣活費奨学⾦】希望者のみ貸与 
⽉額 20,000 円または⽉額 40,000 円 
（保証料を差し引いた額を指定⼝座に振り込み） 

貸与総額（2 年間） 
約 1,200,000 円〜2,112,000 円 

貸与総額（2 年間） 
約 1,714,000 円〜約 2,342,000 円（授業料⽀援⾦の保証料除く） 

保証制
度 ⼈的保証制度または機関保証制度を選択 機関保証制度 

返還 定額返還⽅式または所得連動返還⽅式 

【定額返還⽅式】 
貸与を受けた額に応じて決まった割賦⽉額・期間で返
還 
【所得連動返還⽅式】機関保証制度の場合のみ選択可 
前年の所得に応じて、割賦⽉額・返還期間が変動。年
収が 146 万程度まで⽉額 2000 円を返還 

【所得連動返還⽅式】 
年収が 300 万程度になるまで⽉額 2000 円 
返還者に扶養している⼦供があれば割賦⽉額の計算時に追加
の控除あり 

⽀援開
始 

4 ⽉申請の場合、最速で 7 ⽉から⽀援開始（予約採⽤
の場合は最速で 5 ⽉から）採⽤後、4 ⽉に遡って貸与 

⼊学後 4 ⽉に申請し、最速で 7 ⽉から⽀援開始（⼊試願書提
出時に制度希望願等提出することにより、⼊学年春学期授業
料は採⽤まで納⼊猶予） 
⽣活費奨学⾦は 4 ⽉以降採⽤後、4 ⽉に遡って貸与 

※第⼀種奨学⾦と後払い制度は同⼀年度内に受けることはできない。
※募集時期について、後払い制度の募集は⼊学期のみ（春⼊学は 4 ⽉、秋⼊学は９⽉下旬）、第⼀種奨学⾦は 4 ⽉と９⽉下旬に募集をおこなう。

参考ページ：⽇本学⽣⽀援機構（貸与奨学⾦案内ページ）
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/index.html 


